
浜松市公告第 321号          

 

大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号）第 5 条第 1 項の規定による新設の届出

があったので、同条第 3項の規定により次のとおり公告し、当該届出及びその添付書類を、

この公告の日から 4月間浜松市産業部産業振興課において縦覧に供する。 

    

平成 26年 3月 28日 

                            

浜松市長 鈴 木 康 友  

 

【１（仮称）フィルタウン A－１区画】 

（１）大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）フィルタウン A－1区画 

  浜松市中区小豆餅四丁目 1485番の一部 

 

（２）大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代

表者の氏名 

株式会社エディオン 代表取締役 久保 允誉 

   広島市中区紙屋町二丁目 1番 18号 

  

（３）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

てはその代表者の氏名 

株式会社エディオン 代表取締役 久保 允誉 

   広島市中区紙屋町二丁目 1番 18号 

 

（４）大規模小売店舗の新設をする日 

    平成 26年 11月 28日 

 

（５）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

    2,645平方メートル 

 

（６）施設の配置に関する事項（位置については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 

項 目 届出内容 

駐車場の位置及び収容台数 120台 

駐輪場の位置及び収容台数 29台 

荷さばき施設の位置及び面積 100平方メートル 



廃棄物等の保管施設の位置及び容量 15立方メートル 

（７）施設の運営方法に関する事項（位置については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 

項 目 届出内容 

小売業を行う者の開店時刻 午前 9時 00分 

小売業を行う者の閉店時刻 午後 9時 00分 

駐車場を利用できる時間帯 午前 8時 30分から午後 9時 30分まで 

駐車場の出入口の数及び位置 3箇所 

荷さばきを行うことができる時間帯 午前 6時 00分から午後 10時 00分まで 

 

（８）届出年月日 

    平成 26年 3月 27日 

 

 

【２（仮称）フィルタウン A－２区画】 

（１）大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）フィルタウン A－2区画 

  浜松市中区小豆餅四丁目 1485番 5 

 

（２）大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代

表者の氏名 

株式会社フィールホールディングス 代表取締役 蟹江 義雄 

   名古屋市昭和区鶴舞二丁目 21番 6号 

  

（３）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

てはその代表者の氏名 

株式会社フィールホールディングス 代表取締役 蟹江 義雄 

   名古屋市昭和区鶴舞二丁目 21番 6号 

 

（４）大規模小売店舗の新設をする日 

    平成 26年 11月 28日 

 

（５）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

    2,521平方メートル 

 

（６） 施設の配置に関する事項（位置については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 



項 目 届出内容 

駐車場の位置及び収容台数 142台 

駐輪場の位置及び収容台数 73台 

荷さばき施設の位置及び面積 150平方メートル 

廃棄物等の保管施設の位置及び容量 22.5立方メートル 

（７） 施設の運営方法に関する事項（位置については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 

項 目 届出内容 

小売業を行う者の開店時刻 午前 9時 00分 

小売業を行う者の閉店時刻 午後 9時 00分 

駐車場を利用できる時間帯 午前 8時 30分から午後 9時 30分まで 

駐車場の出入口の数及び位置 3箇所 

荷さばきを行うことができる時間帯 午前 6時 00分から午後 10時 00分まで 

 

（８） 届出年月日 

    平成 26年 3月 27日 

 

【３（仮称）フィルタウン A－３区画】 

（１）大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）フィルタウン A－３区画 

  浜松市中区小豆餅四丁目 1485番 6 

 

（２）大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代

表者の氏名 

株式会社カインズ 代表取締役 土屋 裕雅 

   本庄市早稲田の杜一丁目 2番 1号 

  

（３）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

てはその代表者の氏名 

株式会社カインズ 代表取締役 土屋 裕雅 

   本庄市早稲田の杜一丁目 2番 1号 

 

（４）大規模小売店舗の新設をする日 

    平成 26年 11月 28日 

 

（５）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 



    4,334平方メートル 

 

（６）施設の配置に関する事項（位置については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 

項 目 届出内容 

駐車場の位置及び収容台数 224台 

駐輪場の位置及び収容台数 48台 

荷さばき施設の位置及び面積 150平方メートル 

廃棄物等の保管施設の位置及び容量 21.87立方メートル 

（７）施設の運営方法に関する事項（位置については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 

項 目 届出内容 

小売業を行う者の開店時刻 午前 7時 00分 

小売業を行う者の閉店時刻 午後 9時 00分 

駐車場を利用できる時間帯 午前 6時 30分から午後 9時 30分まで 

駐車場の出入口の数及び位置 5箇所 

荷さばきを行うことができる時間帯 午前 6時 00分から午後 10時 00分まで 

 

（８）届出年月日 

    平成 26年 3月 27日 

 

 

【４（仮称）フィルタウン B区画】 

（１）大規模小売店舗の名称及び所在地 

（仮称）フィルタウン B区画 

  浜松市中区小豆餅四丁目 1520番ほか 

 

（２）大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代

表者の氏名 

株式会社フィールホールディングス 代表取締役 蟹江 義雄 

   名古屋市昭和区鶴舞二丁目 21番 6号 

  

（３）大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ

てはその代表者の氏名 

   未定 

 

 



（４）大規模小売店舗の新設をする日 

    平成 26年 11月 28日 

 

（５）大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

    2,130平方メートル 

 

（６）施設の配置に関する事項（位置については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 

項 目 届出内容 

駐車場の位置及び収容台数 110台 

駐輪場の位置及び収容台数 62台 

荷さばき施設の位置及び面積 150平方メートル 

廃棄物等の保管施設の位置及び容量 15立方メートル 

（７）施設の運営方法に関する事項（位置については、縦覧に供する届出書類に示すとおり） 

項 目 届出内容 

小売業を行う者の開店時刻 午前 9時 00分 

小売業を行う者の閉店時刻 午後 9時 00分 

駐車場を利用できる時間帯 午前 8時 30分から午後 9時 30分まで 

駐車場の出入口の数及び位置 6箇所 

荷さばきを行うことができる時間帯 24時間 

 

（８）届出年月日 

    平成 26年 3月 27日 

 


